
≪　目　次　≫

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

はじめに
保育所の概要・・・・・・・・・・・・・・04
（１）保育所とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・04
(２)保育所と認可外保育施設の違い・・・・・・・・・05
（３）保育所の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・06
　　Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・07

保育所の設置・・・・・・・・・・・・・・・08
（１）設置者について・・・・・・・・・・・・・・・・08
（２）定員について・・・・・・・・・・・・・・・・・・08
（３）敷地について・・・・・・・・・・・・・・・・・・08
（４）留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・09
　　Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

保育所の設備・・・・・・・・・・・・・・・11
設備及び運営に関する基準について・・・・・・・・・・11
（ア）共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
（イ）保育所独自の事項・・・・・・・・・・・・・・・・13
　　Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

教育・保育施設の施設型給付費（委託費）・・・・15
（１）施設型給付（委託費）について・・・・・・・・・・・15
（２）施設型給付（委託費）の内訳・・・・・・・・・・・・16
（３）施設型給付（委託費）の収支（例）・・・・・・・・・・16

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・17
・沖縄県児童福祉施設の設備及び
　運営に関する基準を定める条例（抜粋）・・・・・・・・18
・沖縄県児童福祉施設の設備及び
　運営に関する基準を定める条例施行規則（抜粋）・・・・24
・保育所保育指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

皆さんが設置をお考えの保育所の経営は、
第2種社会福祉事業に該当します。

第１種
社会福祉
事業

第２種
社会福祉
事業

入所者が生活の大部分をそこで営む
施設を経営する事業が中心で、設置
主体は、原則として国・地方公共団体
又は社会福祉法人に限定。

短期訪問滞在型の
事業が中心。

乳児院・児童養護施設
など

保育所・児童デイサービス事業
など

はじめに
保育所の経営などの社会福祉を目的とする事業を社会福祉事
業といいます。
社会福祉法の規定では、社会福祉事業には第１種社会福祉事業
と第２種社会福祉事業とがあります。

社会福祉事業

※いずれにも該当しない事業は、社会福祉を目的とする事業であっても、法律上は
　社会福祉事業とはなりません。

この手引きは、保育所整備の基本
的な事項についてまと

めたものです。
実際に保育所整備を計画する際

は、関係法令を遵守する

とともに、関係機関と充分調整の
上、進めてください。
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第1章 保育所の概要
（１）保育所とは
　保育所とは、保護者が働いていたり、病気などのために家庭で
保育することができない児童を、保護者に代わって保育する児
童福祉施設です。（児童福祉法第３９条）
　沖縄県内（那覇市・宮古島市を除く）において認可保育所を設置
する場合、沖縄県知事の認可が必要です。（児童福祉法第３５条）
　認可保育所の設置は、当該地域周辺の待機児童数や地域の現
状、将来の動向などを考慮し、様々な視点から審査した上で決定
しますので、設置を計画する場合は、事前に各市町村の担当課に
問合せ、相談をしてください。

認可保育所への入所方式

情報提供

③ 入所

④ 保育

② 保育要件の
 確認と入所応諾※

【公法上の利用規約】

⑤保育費用に関する
経費の支弁

【保育の実施委託契約】

⑥ 費用負担
（市町村徴収）

① 入所申込み
（希望先記入）

保護者 市町村

認可保育所

児童

市町村役所

※希望者が定員を超える場合は
　市町村が選考します。

（２）認可保育所と認可外保育所の違い

保育
料

市町村が決定し、
市町村に納める

各施設が独自に設定し、
施設に納める

運営
費

公費・保護者からの
保育料

主に保護者からの
保育料

入所
方法

市町村に申し込み、
市町村が決定

各施設で判断

運営
主体社会福祉法人 等 個人・企業 等

入所
基準

設置市町村内に在住の
保育を必要とする児童
※保育を必要とする児童とは、
保護者が就労又は病気等のため、

家庭で保育することが
できない児童を言います。

各施設で判断
※設置市町村外に在住、

保育を必要としていない児童も可。

認可保育所 認可外保育施設
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